
 

 

滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例案要綱 

 

 

１ 制定の理由 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 26 条の３の規定に基づき、職員の高齢者部

分休業に関し必要な事項を定めるため、滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例を制定

しようとするものです。 

 

２ 概要 

(1) この条例は、地方公務員法第 26 条の３の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し

必要な事項を定めることとします。（第１条関係） 

(2) 任命権者は、職員が 60 歳に達した日の属する年度の翌年度の４月１日以後の日から、

１週間を通じて当該職員の１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内

で任命権者が定める時間を上限とし、任命権者が定める時間を単位として、高齢者部分

休業の承認を行うものとします。（第２条関係） 

(3) 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、滋賀県職員等の給与等に

関する条例（昭和 32年滋賀県条例第 27号）第 13 条第１項等の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、同条例第 18 条等に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給することとします。（第３条関係） 

(4) 職員が高齢者部分休業の承認を受けて１週間の勤務時間の一部について勤務しなかっ

た場合には、その勤務しなかった期間の２分の１に相当する期間を滋賀県職員退職手当

条例（昭和 28 年滋賀県条例第 24 号）の規定により計算した在職期間から除算すること

とします。（第４条関係） 

(5) 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずるこ

とが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき、または高齢者部分休業をし

ている職員から申出があった場合は、高齢者部分休業の承認を取り消し、または休業時

間を短縮することができることとします。（第５条関係） 

(6) 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合

で公務の運営に支障がないと認めるときは、休業時間の延長を承認することができるこ

ととします。（第６条関係） 

(7) この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めることとします。（第７条

関係） 

 (8) その他 

ア この条例は、令和５年４月１日から施行することとします。 

イ 関係条例について必要な改正を行うこととします。 
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滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例 

（趣旨）  

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」という。）第 26 条の

３の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。 

（高齢者部分休業） 

第２条 法第 26 条の３第１項の規定による高齢者部分休業の承認は、１週間を通じて当該職員

の１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で任命権者が定める時間を上限

とし、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。 

２ 法第 26 条の３第１項の高年齢として条例で定める年齢は、60 歳とする。 

３ 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の４月１日以後の

日から、当該職員に係る高齢者部分休業の承認をすることができる。 

（高齢者部分休業取得中の給与） 

第３条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、滋賀県職員等の給与等に関

する条例(昭和 32 年滋賀県条例第 27 号)第 13 条第１項または滋賀県公立学校職員の給与等に

関する条例(昭和 32 年滋賀県条例第 28 号)第 14 条第１項の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、滋賀県職員等の給与等に関する条例第 18 条または滋賀県公立学校職員の給

与等に関する条例第 14 条第２項に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

（退職手当の取扱い） 

第４条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて１週間の勤務時間の一部について勤務しなかった

場合には、その勤務しなかった期間の２分の１に相当する期間を滋賀県職員退職手当条例（昭

和 28 年滋賀県条例第 24 号）第７条第１項から第６項までの規定により計算した在職期間から

除算する。この場合における同条第７項および第９項の規定の適用については、同条第７項中

「前各項」とあるのは「前各項および滋賀県職員の高齢者部分休業に関する条例（令和４年滋

賀県条例第○号）第４条」と、同条第９項中「前各項」とあるのは「前各項および滋賀県職員

の高齢者部分休業に関する条例第４条」とする。 

（承認の取消しまたは休業時間の短縮） 



第５条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずること

が著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき、または高齢者部分休業をしている職

員から申出があった場合は、高齢者部分休業の承認を取り消し、または休業時間（高齢者部分

休業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。）を短縮することがで

きる。 

（休業時間の延長） 

第６条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で

公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することがで

きる。 

（人事委員会規則への委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

２ 滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 15 年滋賀県条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

第４条第３項第１号中「の規定」を「または第 26 条の３第１項の規定」に改める。 

（滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

３ 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例（昭和 43 年滋賀県条例第 24 号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第２項中「育児部分休業」を「高齢者部分休業（高年齢として管理者が定める年齢に

達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日で管理者が認める日から当該職員に係る定年退

職日（定年に達した日以後における最初の３月 31 日をいう。）までの期間中、１週間の勤務

時間の一部を勤務しないことをいう。）、育児部分休業」に改める。   

（滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正） 

４ 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例（平成 17 年滋賀

県条例第 112 号）の一部を次のように改正する。 

  第 25 条第２項中「介護休暇」を「高齢者部分休業（高年齢として病院事業庁長が定める年

齢に達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日で病院事業庁長が認める日から当該職員に

係る定年退職日（定年に達した日以後における最初の３月 31 日をいう。）までの期間中、１

週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）、介護休暇」に改める。 
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滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例新旧対照表（付則第２項関係） 

旧 新 

第１条～第３条 省略 第１条～第３条 省略 

（短時間勤務職員の任期を定めた採用） （短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 省略 第４条 省略 

２ 省略 ２ 省略 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認また

はこれに相当する承認その他の処分を受けて勤務しない時間について

短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理

するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定め

て採用することができる。 

(1) 地方公務員法第26条の２第１項           の規定に

よる承認 

(2)・(3) 省略 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認また

はこれに相当する承認その他の処分を受けて勤務しない時間について

短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理

するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定め

て採用することができる。 

(1) 地方公務員法第26条の２第１項または第26条の３第１項の規定に

よる承認 

(2)・(3) 省略 

第５条以下 省略 第５条以下 省略 
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滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例新旧対照表（付則第３項関係） 

旧 新 

第１条～第３条 省略 第１条～第３条 省略 

（給与の減額） （給与の減額） 

第４条 省略 第４条 省略 

２ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他管理者が定める教育施

設における修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）、                           

                               

                               

                               

      育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない

範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、介護休暇（当

該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項

において同じ。）の介護をするため、勤務しないことが相当であると

認められる場合における休暇をいう。）、介護時間（当該職員が要介

護者の介護をするため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲

内の時間に限る。）を勤務しないことが相当と認められる場合におけ

２ 職員が修学部分休業（当該職員が大学その他管理者が定める教育施

設における修学のため１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）、高齢者部分休業（高年齢として管理者が定める年齢に達した

当該職員が当該年齢に達した日以後の日で管理者が認める日から当該

職員に係る定年退職日（定年に達した日以後における最初の３月31日

をいう。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないこと

をいう。）、育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達す

るまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない

範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、介護休暇（当

該職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他

管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する

期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項

において同じ。）の介護をするため、勤務しないことが相当であると

認められる場合における休暇をいう。）、介護時間（当該職員が要介

護者の介護をするため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲

内の時間に限る。）を勤務しないことが相当と認められる場合におけ
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る休暇をいう。）または子育て支援時間（当該職員がその小学校また

はこれに準ずる学校に就学している子（第１学年から第３学年までの

子に限る。）を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えな

い範囲内の時間に限る。）を勤務しないことが相当と認められる場合

における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

る休暇をいう。）または子育て支援時間（当該職員がその小学校また

はこれに準ずる学校に就学している子（第１学年から第３学年までの

子に限る。）を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えな

い範囲内の時間に限る。）を勤務しないことが相当と認められる場合

における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の

規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

第５条以下 省略 第５条以下 省略 
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滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例新旧対照表（付則第４項関係） 

旧 新 

第１条～第24条 省略 第１条～第24条 省略 

（給与の減額） （給与の減額） 

第25条 省略 第25条 省略 

２ 職員が育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲

内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、修学部分休業（当

該職員が大学その他病院事業庁長が定める教育施設における修学のた

め、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）、    

                               

                               

                               

                               

    介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶者

の父母その他病院事業庁長が指定する者で負傷、疾病または老齢によ

り病院事業庁長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものをいう。以下この項において同じ。）の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）、

介護時間（当該職員が要介護者の介護をするため１日の勤務時間の一

部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことが相

当と認められる場合における休暇をいう。）または子育て支援時間（当

２ 職員が育児部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するま

での子を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲

内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、修学部分休業（当

該職員が大学その他病院事業庁長が定める教育施設における修学のた

め、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。）、高齢者部

分休業（高年齢として病院事業庁長が定める年齢に達した当該職員が

当該年齢に達した日以後の日で病院事業庁長が認める日から当該職員

に係る定年退職日（定年に達した日以後における最初の３月31日をい

う。）までの期間中、１週間の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）、介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶者

の父母その他病院事業庁長が指定する者で負傷、疾病または老齢によ

り病院事業庁長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があ

るものをいう。以下この項において同じ。）の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）、

介護時間（当該職員が要介護者の介護をするため１日の勤務時間の一

部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないことが相

当と認められる場合における休暇をいう。）または子育て支援時間（当



2/2 

該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子（第１

学年から第３学年までの子に限る。）を養育するため１日の勤務時間

の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないこと

が相当と認められる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務

しない場合には、前項の規定にかかわらず、病院事業庁長が別に定め

るところにより減額して給与を支給する。 

該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子（第１

学年から第３学年までの子に限る。）を養育するため１日の勤務時間

の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しないこと

が相当と認められる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務

しない場合には、前項の規定にかかわらず、病院事業庁長が別に定め

るところにより減額して給与を支給する。 

第26条以下 省略 第26条以下 省略 

 


